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平成２９年度公用封筒無償提供者募集実施要領（案） 

１ 概要 

  この事業は、市役所が使用する公用封筒（以下「封筒」という。）の裏面に民間企業等の広告を掲

載することにより、地域経済の振興、行政コストの削減等を目的として行うものです。 

  今回は、広告が掲載された公用封筒を無償で提供していただく企業などを募集いたします。 

２ 広告媒体（広告掲載物） 

  市役所で使用する公用封筒（角形２号封筒・長形３号封筒）の裏面とします。 

  今回の募集は、角形２号封筒と長形３号封筒に分けて、それぞれの提供者を募集します。同一の提

供者が両方に応募することも可能です。また、両方の広告が同一でもかまいません。 

３ 封筒の年間使用見込み及び発送先 

  使用見込み数：＜角形 2 号＞６０，０００枚、＜長形３号＞１４６，０００枚 

  発送先：市民（住民・民間企業）、国、県、市町村等 

４ 封筒の仕様 

（１）【角形２号】 

規 格 角形２号 332mm×240mm 

色 数 表面及び裏面 １色刷 

文字色 紺色 

紙 色 ピンク色 

紙質等 ９０ｋ以上・R１００    

ロゴマーク等 封筒表面には、図１に示すデザインを掲載します。 

広告掲載スペース、枠数等 

単位（ｍｍ） 

２４５×２０５内に４～８枠 

「広告」である旨を表示・図２の下段の内容を表示 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この封筒は、広告主の協賛により寄贈されたもので

す。地域経済の活性化と自主財源の確保のために広告

を掲載しています。広告内容については、直接広告主

にお問い合わせください。 

 

図１（角形２号表面）            図２（角形２号裏面） 
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図３参照 
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（２）【長形３号】 

規 格 長形３号 120mm×235mm 

色 数 表面及び裏面 １色刷 

文字色 紺色 

紙 色 ピンク色 

紙質等 ９０ｋ以上・R１００ 

ロゴマーク等 封筒表面には、図 4に示すデザインを掲載します。 

広告掲載スペース、

枠数等 

単位（ｍｍ） 

１０５×１６５内に１～４枠 

「広告」である旨を表示 

図５の下段の内容を表示 

 

 

 

 

図４（長形３号表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この封筒は、広告主の協賛により寄贈されたものです。 

地域経済の活性化と自主財源の確保のために広告を掲載しています。 

広告内容については、直接広告主にお問い合わせください。 

図５（長形３号裏面） 

235mm 

120mm 

 

 

 

広告枠 

１６５mm 

105mm 

広 告 

 

図 6 参照 
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５ 封筒の納入期限、使用期間及び必要部数 

  納入期限は、平成２９年１２月 1９日とします。 

  封筒の使用期間は、原則として平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日までとします。 

  封筒の必要部数は、角形２号が６０，０００枚と、長形３号が１４６，０００枚です。 

 

６ 応募方法等  

 （１）公用封筒無償提供者の要件及び広告掲載基準 

    提供者の要件は、次の事項を満たし、この要領による無償提供を履行できる事業者等とします。 

   ア この要領を含む八代市の広告関連規程を遵守すること。 

   イ 八代市税の滞納がないこと。 

   ウ 八代市が市税納付状況調査を行うことに同意すること。 

    広告主及び広告内容の基準については、八代市広告掲載要領及び八代市広告掲載基準の規定に

よります。 

 （２）応募期間 

    平成２９年８月１日（火）から平成２９年８月２９日（火）まで 

   （土曜、日曜、祝日を除く午前８時３０分から午後５時 15分まで） 

（３）公用封筒無償提供者の応募方法 

    公用封筒の無償提供を希望する事業者等は、（２）の応募期間内に公用封筒無償提供申込書＜

様式１＞により持参又は郵送で申し込んでください。 

 （４）公用封筒無償提供者の決定 

    市は、申込書を受理した後、提供者を決定します。この場合において、事業者等が複数ある場

合で、申込内容が同等と認められるときは、抽選にて提供者を決定するものとします。     

 （５）応募結果の通知について 

    市は、協定を締結する事業者の決定後、応募した事業者に対し、応募の結果＜様式２・３＞を

通知します。 

 （６）協定を締結する事業者の決定後の手続き 

   ア 公用封筒の無償提供にかかる協定書＜様式４＞を締結します。 

   イ 提供する事業者は公用封筒に広告を掲載する広告主を募集し、公用封筒の作製作業を進めま

す。 

   ウ 提供事業者において広告主及び広告内容が内定したときは、広告主・広告内容承認（変更承

認）申請書＜様式５＞、広告掲載申込書＜様式６＞を市に速やかに提出することとします。市

は、広告関連規程に基づき審査し、広告主及び広告内容審査結果＜様式７＞を通知することと

します。 

   エ 製作した公用封筒を市に納入していただきます。 

  （７）決定後の物品の納入方法 

   ア 角形２号については、年３回程度に分けて納品すること。 

   イ 長形３号については、年３回程度に分けて納品すること。 
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７ 協定を締結する事業者の遵守事項 

  事業者は、次の事項を遵守しなければなりません。 

 （１）市の承認を受けた封筒以外の封筒を市役所に納入しないこと。 

 （２）広告主に変更が生じるときは、あらかじめ市の承認を得ること。 

 （３）公用封筒について、広告内容、デザイン若しくは仕様の変更又は修繕しようとするときは、あ

らかじめ市の承認を得ること。 

（４）公用封筒について、市から改善等を求められたときは、その指示に従うこと。  

   （５）広告内容について、第三者からの苦情等なんらかの問題が生じた場合には、全ての責任を負う

ものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。 

   （６）公用封筒の使用期間内については在庫確認のうえ追加補充していくものとする。 

   （７）無償提供した公用封筒又は広告主に問題が生じた場合は、速やかに当該封筒を全面回収し、代

替する封筒を提供するものとする。 

   （８）配布期間を超えた際に、残る封筒については提供者側が全て回収すること。 

    

８ その他 

 （１）市は、協定を締結する事業者による広告主の募集について、市のホームページを用いて周知し

ます。 

 （２）公用封筒に掲載した広告が、封筒の使用中、広告主等の責めに帰する理由に基づき、その使用

に不適当な事情が生じた場合には、広告内容についての改善を求め、又は市において当該公用封

筒の使用を中止する場合があります。この場合において、改善に伴い生じる費用については、事

業者等の負担となります。 

 

９ 問合せ先 

  担当  八代市 企画振興部 企画政策課 

  電話  ０９６５－３3－４104（直通） 

  Email   kikaku@city.yatsushiro.lg.jp 

    住所  〒86９-４２９２ 八代市鏡町内田４５３－１ 
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（様式１） 

平成  年  月  日 

 

公用封筒無償提供申込書 

 

（あて先） 八 代 市 長 

 

八代市が募集する公用封筒の無償提供について、募集要領を承諾のうえ以下のとおり申し込

みます。 

提

供

者 

所 在 地  

ふ り が な 

名  称 
                         ○印  

ふ り が な 

代表者職・氏名 
○印  

代表者の住所  

ふ り が な 

担当者氏名 

 

連絡先 

TEL  

FAX  

Eメール  

業  種 
 

掲載を希望する 

物品等の名称 
公用封筒（角形２号・長形３号） 

掲載を希望する面 公用封筒の裏面 

広告の内容 後日、承認申請を提出します。 

その他 

・八代市の広告関連規程を遵守します。 

・八代市税の滞納はありません。 

・八代市が市税納付状況調査を行うことに同意します。 

・暴力団構成員・暴力団の関係者ではありません。 

備  考 

添付資料 

１．過去５年間における印刷物を広告媒体とした事業実績 

２．法人の場合、登記簿謄本及び印鑑証明書の写し（個人の

場合、住民票の写し及び印鑑証明書） 

３．会社事業概要書 
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（様式２）                                                        八市   第    号 

平成  年  月  日 

 

様 

 

                              八代市長 

 

公用封筒無償提供について 

 

    平成  年  月  日付でお申し込みいただきました公用封筒の無償提供について、 

採納することとしましたので、下記のとおり手続きをお願いします。 

 

記 

 

    １ 内容の確認 

      別紙「協定書（様式４）」の内容で締結しますので、内容をご確認ください。 

      内容にご了承いただけましたら「協定書（様式４）」に会社印・代表者印を押印のう

え、担当までご郵送ください。 

      なお、広告掲載内容に疑義がある場合は、担当までご連絡ください。 

      ※協定書は、1 部を返送し、1 部を保管してください。 

 

    ２ 広告主・広告内容承認申請、広告掲載申込書 

      協定書締結後、広告主及び広告内容が内定したら広告主・広告内容承認申請書（様式

５）、広告掲載申込書（様式６）を提出してください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

【担    当】 会 計 課 

                       電  話  0965-33-8100(直通) 

                          E メール kaikei@city.yatsushiro.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaikei@city.yatsushiro.lg.jp
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(様式３)                                八市   第    号 

平成  年  月  日 

 

様 

 

                              八代市長 

 

公用封筒無償提供について 

 

    平成  年  月  日付でお申し込みいただきました公用封筒の無償提供について、 

ご厚意により応募いただきましたが、審査の結果、残念ながら採納に至りませんでしたの

でお知らせいたします。 

 今後とも、市政へのご協力のほどよろしくお願いします。 
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（様式４） 

公用封筒の無償提供に関する協定書 

      

  八代市（以下「甲」という。）と                （以下「乙」という。）とは、

公用封筒の無償提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

  

（総則） 

  第 1 条 乙は、地域経済の振興及び行政コストの削減等を目的として、封筒に広告を掲載しようと

するものを募り、公用封筒無償提供者募集実施要領を遵守した公用封筒（以下「封筒」という。）

を作製し、甲に無償提供するものとする。 

  ２ 前項に定める目的を達成するため、甲は、封筒を使用するものとする。 

  ３ 甲及び乙は、日本国の法令を遵守し、この協定を履行しなければならない。 

  

（協定期間等） 

第 2 条 協定期間は、協定締結の日から平成３０年１２月３１日までとし、封筒の使用期間は、 

平成３０年１月１日から協定の終了日までとする。 

  

（設置場所） 

  第３条 甲は、本庁、各支所、出張所及び所有施設に設置して使用するものとする。 

  ２ 乙は、責任を持って指定する期日までに甲の指定する場所に持参もしくは郵送するものとする。 

  

（広告内容） 

    第４条 乙は、封筒の作製に当たり広告主又は広告内容については、八代市広告掲載要領、八代市

広告掲載基準及び関連法規を遵守するものとする。 

    

（封筒の作製及び使用等） 

    第５条 乙は、広告主及び広告内容について事前に甲と協議し、甲の承諾を受けた後に作製しなけ

ればならない。 

    ２ 乙は、広告内容について、第三者からの苦情等なんらかの問題が生じた場合には、全ての責任

を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。 

    ３ 乙は、封筒に記載された期間内については在庫確認のうえ追加補充していくものとする。 

    ４ 乙は、無償提供した封筒又は広告主に問題が生じた場合は、速やかに当該封筒を全面回収し、

代替する封筒を提供するものとする。 

    ５ 封筒に記載された期間内に封筒の仕様及び掲載内容について変更が必要な場合は、変更事項を

通知し、甲乙協議のうえ対応するものとする。 

   

 （使用の中止） 

    第６条 甲は、封筒の使用中、広告主等の責めに帰する理由に基づき、その使用に不適当な事情が

生じた場合には、使用の全部又は一部を中止することができる。 
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（権利義務の譲渡等の制限） 

    第７条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しく

は継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合

は、この限りではない。 

   

 （補則） 

    第８条 この協定に関して疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、必要に

応じて、甲乙協議して定める。 

 

     この協定の締結を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ各自 1通を保有する。 

 

     平成  年  月  日 

 

 

                    甲 熊本県八代市松江城町１番２５号 

                      八代市 

                      八 代 市 長  中 村  博 生     印 

                  

                    乙 住  所 

                      事業者名 

                      代表者職氏名              印 
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（様式５）       

広告主・広告内容承認（変更承認）申請書 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先） 八 代 市 長 

 

住     所 

氏名及び団体名 

代 表 者 名                 ○印 

電 話 番 号 

担 当 者 名 

 

 

 

     公用封筒に広告を掲載する広告主及び広告内容について承認（変更承認）を受けたいので、 

    広告掲載申込書のとおり申請します。 
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（様式６） 

 

広告掲載申込書 

（あて先） 八 代 市 長 

 

   八代市が提供する広告媒体への広告掲載を以下のとおり申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※広告内容欄が不足する場合は、掲載しようとする広告内容を記載した原稿を A4 版で添付すること。 

※広告掲載申込書は、事業所ごとに提出してください。 

※代表者の住所が八代市外の場合は、都道府県名及び市区町村までの記入で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

広    

告

掲

載

希

望

者 

事業所名称 
 

所在地 
 

連絡先 
 

代表者 

職・氏名 ㊞ 

住所 
 

業種及び主な事業

内容 

業  種  

事業内容 
 

広告内容 

（変更内容） 
 

注意事項 

・ 八代市の広告関連規程を遵守します。 

・ 八代市税の滞納はありません。 

・ 八代市が事業所及び代表者の市税納付状況調査を行うこ

とに同意します。 

・  暴力団構成員、暴力団の関係者ではありません。 
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（様式６-２） 

 

広 告 掲 載 申 込 書（裏面） 

 

広告 1 枠に複数の事業所を掲載する場合、ご記入ください。 

ただし、事業所の代表者が異なる場合は、広告掲載申込書をそれぞれに作成し提出して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 地 
〒   - 

 

ふ り が な 

事業所名称 
 

 

所 在 地 
〒   - 

 

ふ り が な 

事業所名称 
 

 

所 在 地 
〒   - 

 

ふ り が な 

事業所名称 
 

 

所 在 地 
〒   - 

 

ふ り が な 

事業所名称 
 

 

所 在 地 
〒   - 

 

ふ り が な 

事業所名称 
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（様式７）                                                        八市   第    号 

平成  年  月  日 

 

様 

 

                                 八 代 市 長 

 

広告主及び広告内容審査結果について 

 

   平成  年  月  日付でいただきました広告主及び広告内容承認（変更承認）申請 

については、下記のとおりの結果となりましたのでお知らせします。 

記 

  

番

号 
項目 

審査 

結果 
不可の理由及び改善内容 

１ 

広告主 可・不可 
 

広告内容 可・不可 
 

２ 

広告主 可・不可 
 

広告内容 可・不可 
 

３ 

広告主 可・不可 
 

広告内容 可・不可 
 

４ 

広告主 可・不可 
 

広告内容 可・不可 
 

５ 

広告主 可・不可 
 

広告内容 可・不可 
 

 

【担    当】 会 計 課 

                       電  話  0965-33-8100(直通) 

                          E メール kaikei@city.yatsushiro.lg.jp 

 

 

 

 

mailto:kaikei@city.yatsushiro.lg.jp
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公用封筒無償提供者募集の流れ 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

①提供者募集 

②応 募 

③提供者の選考・選考結果通

知 

⑪公用封筒受領 

⑥広告主・広告内容の内定 

（再 内 定） 

⑦広告主・広告内容承認（変

更承認）申請書、広告掲載申

込書の提出 

⑤広告主募集・広告内容案作

成（広告主再募集・広告内容

の修正） 

⑧広告主及び広告内容承認審

査結果通知（変更承認申請結

果通知） 

広告主募集支援 

⑨公用封筒作製 

⑩公用封筒納品 

市 事業者等 

不可 

可 

④協定書の締結 


